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(57)【要約】
【課題】扉の面材の下部のみならず木口面や角部をも保
護でき、しっかりと取り付けることができ、かつ取り付
けた状態で見映えがよい扉ガード部材を提供する。
【解決手段】扉ガード部材１０は、扉１の面材２の下部
を覆うパネル１１と、扉１の木口面３の下部を覆い、パ
ネル１１の側端を隠す端部部材２０とを備えた構成とさ
れており、端部部材２０は、木口面３に接するように配
される基部２１と、基部２１の側方の少なくとも一方の
側端から面材２に沿うように延びた延出部２２とを備え
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉の面材の下部を覆うパネルと、前記扉の木口面の下部を覆い、前記パネルの側端を隠
す端部部材とを備えた構成とされており、
　前記端部部材は、前記木口面に接するように配される基部と、該基部の少なくとも一方
の側端から前記面材に沿うように延びた延出部とを備えていることを特徴とする扉ガード
部材。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記延出部は、両方の側端から略平行に延出されている、扉ガード部材。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記端部部材は、前記木口面において前記扉にビスで固定される、扉ガード部材。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　前記端部部材は、前記扉の底面が当接する底部を有している、扉ガード部材。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項において、
　前記扉は引戸であり、
　前記端部部材は、前記引戸が走行するための案内部材または戸車に対応した部位に切欠
きを有している、扉ガード部材。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項において、
　前記パネルは、折戸を構成する相互に連結された２枚の戸体のうち少なくとも、一方の
側端縁が開放された戸体に取り付けられるようになっており、
　前記戸体に取り付けられた前記パネルは、前記戸体の開放された側端縁側に配された側
端が前記端部部材によって隠される一方、前記戸体の連結された側端縁側に配された側端
が押さえ部材で隠される構成になっている、扉ガード部材。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記戸体に取り付けられた押さえ部材のうち、前記折戸の折り畳みにより隠れる面に取
り付けられた前記押さえ部材には柔軟な緩衝部材が取り付けられる構成になっている、扉
ガード部材。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載された扉ガード部材を備えた扉。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉の下部を覆う扉ガード部材およびそれを備えた扉に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院、高齢者施設などの建物に設けられた引戸や開き戸、折戸などの扉には、車椅子が
衝突したり接触したりすることが多く、そのため扉の下部には傷や汚れが付きやすい。折
戸の場合、側端縁が開放されているほうの戸体が特に傷つきやすい。このような衝突から
扉を保護するために、従来では扉の下部に扉ガード部材を取り付ける損傷防止対策が採ら
れている（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平６－４０２８８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献のものや、従来の多くの扉ガード部材は扉の表裏面の面材
のみを覆う構成となっており、木口面や角部については保護対策が採られていない。特に
、病院などの半自動の扉では、自動で閉まる際に、木口面や角部への車椅子や杖、靴など
の衝突が発生する可能性はきわめて高い。
【０００５】
　本発明は、このような事情を考慮して提案されたものであって、その目的は、扉の面材
の下部のみならず木口面や角部をも保護でき、しっかりと取り付けることができ、かつ取
り付けた状態で見映えをよくできる扉ガード部材を提供することにある。また、そのよう
な扉ガード部材を備えた扉（折戸の場合、折戸を構成する個別の戸体や折戸そのものも含
む）を提供することも本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の扉ガード部材は、扉の面材の下部を覆うパネルと
、扉の木口面の下部を覆い、パネルの側端を隠す端部部材とを備えた構成とされており、
この端部部材が、木口面に接するように配される基部と、基部の少なくとも一方の側端か
ら面材に沿うように延びた延出部とを備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の扉ガード部材によれば、上述した構成となっているため、引き戸や開き戸、折
戸について、扉の面材の下部のみならず、木口面や角部をも保護することができる。また
、この扉ガード部材によれば、上述の構成となっているため、パネルおよび端部部材を取
り付けしやすく、しかも両部材をしっかりとパネルに固定することができる。また、扉ガ
ード部材を取り付けた状態で扉の見映えもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る扉ガード部材の説明図である。（ａ）は扉ガード部材
を取り付けた扉（ビス止め前）の部分斜視図、（ｂ）は扉ガード部材に含まれる端部部材
の拡大斜視図、（ｃ）はさらに拡大した端部部材の平面図である。
【図２】扉ガード部材の取付手順説明図である。（ａ）、（ｃ）は扉の一部を省略した横
断面図、（ｂ）は同正面図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る扉ガード部材の説明図である。（ａ）は扉ガード部
材を取り付けた扉の部分斜視図、（ｂ）は扉ガード部材に含まれる端部部材の拡大斜視図
、（ｃ）は同拡大正面図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）は扉ガード部材の取付手順を示す、扉の一部を省略した拡大横断
面図である。
【図５】本発明のさらに他の実施形態に係る扉ガード部材（端部部材）の取付手順説明図
である。（ａ）、（ｃ）は扉の一部を省略した横断面図、（ｂ）は同正面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は本発明のさらに他の実施形態に係る扉ガード部材（端部部材）
の２例を示す概略背面図（内側正面から見た図）である。（ａ）、（ｂ）には各端部部材
の２態様の各状態を示した。
【図７】本発明のさらに他の実施形態に係る扉ガード部材の説明図である。（ａ）は扉ガ
ード部材を取り付けた扉の部分斜視図、（ｂ）は扉の一部を省略した横断面図である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る扉ガード部材の取付対象である折戸の説明図
である。（ａ）は折戸の正面図、（ｂ）は同平面図である。
【図９】扉ガード部材の説明図である。（ａ）は扉ガード部材を取り付けた扉（折戸の戸
体）の部分斜視図、（ｂ）は端部部材の取付状態を示した拡大斜視図、（ｃ）はさらに拡
大した端部部材の平面図、（ｄ）は押さえ部材の拡大平面図である。
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【図１０】扉ガード部材の説明図である。（ａ）は折戸の一方の戸体に対する扉ガード部
材の取付態様を示す、戸体の一部を省略した横断面図、（ｂ）は折戸が折り畳まれた状態
を示す、折戸の一部を省略した横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の複数の実施の形態について、添付図面を参照しながら説明する。まず
、以下に示す複数の扉ガード部材１０、１０、・・・の共通的な概略構成について説明す
る。
【００１０】
　これらの実施形態に係る各扉ガード部材１０は、扉１（戸体１Ａ）の面材２の下部を覆
うパネル１１と、扉１の木口面３の下部を覆い、パネル１１の側端を隠す端部部材２０と
を備えた構成となっている。端部部材２０は、木口面３に接するように配される基部２１
と、基部２１の少なくとも一方の側端から面材２に沿うように延びた延出部２２とを備え
ている。
【００１１】
　扉ガード部材１０が取り付けられる扉１としては、部屋の間仕切り、クローゼットなど
の引戸や開き戸、折戸など種々の用途に用いられるものが含まれる。また、扉ガード部材
１０は各種収納装置の収納部の扉にも適用が可能である。
【００１２】
　以下に説明する扉ガード部材１０のパネル１１には、共通のものが用いられている。具
体的には、パネル１１は合成樹脂などよりなるシート状の保護パネルである。扉１に取り
付ける保護パネルであるから、柔軟で復元力のある、強度の高い素材を用いることが望ま
しい。また、外部からの衝撃で割れたり、ひびがはいったりするものでなければ、硬質の
材料であってもよい。
【００１３】
　以下に説明する実施形態のパネル１１は透明パネルとされ、パネル１１を取り付けない
面材２の部位と見比べてほとんど変わりのない程度に見えるものが望ましい。もちろん、
パネル１１を取り付けた面と取り付けない面とで見た目上の差異が生じるものでもよい。
また、パネル１１を通して面材２の木目模様などが視認できる程度の半透明のものも、パ
ネル１１として利用できる。パネル１１は透明パネルや半透明パネルに限られず、色や模
様の施されたものであってもよい。
【００１４】
　パネル１１の幅寸法は、扉１の見付け面の幅寸法に対応して、それとほぼ同寸法かやや
小さい寸法となっている。一方、縦寸法は、車椅子や杖、靴が衝突する可能性のある部位
と、見栄えとを考慮して、扉１の下端から約２０ｃｍ～４０ｃｍ程度とすることが望まし
い。
【００１５】
　パネル１１の厚さ寸法は、約０．５ｍｍ～２ｍｍ程度とすることが望ましく、約０．５
ｍｍ～１．５ｍｍ程度とすることがさらに望ましい。最も望ましい厚みは１ｍｍ程度であ
る。このような薄さのパネル１１であれば、扉１の幅に合わせて現場で切断が可能である
。また、パネル１１の表面の傷を目立たせにくくするために、表面にマット処理（たとえ
ば梨地加工処理）を施しておくことが望ましい。
【００１６】
　ついで、各実施形態に係る扉ガード部材１０について、順次説明する。
【００１７】
　図１および図２に示した扉ガード部材１０は、上述したように、表裏２枚のパネル１１
、１１と、２つの端部部材２０、２０とよりなる。パネル１１は、引戸用の扉１の見付け
面の両面に取り付けられる。端部部材２０は、図１（ａ）に示すように、扉１の両方の側
端の下部に対して、表裏面の面材２に取り付けたパネル１１の側端と、角部４、４と、木
口面３とを覆うように取り付けられる。
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【００１８】
　端部部材２０は、合成樹脂または金属などを素材とした薄板状の溝形体とされる。端部
部材２０は、木口面３に接するように配される基部２１と、基部２１の両方の側端から略
平行に延びた延出部２２、２２とを備えている。基部２１と、延出部２２、２２との間の
出隅部はアール加工されている。端部部材２０の高さ寸法は、パネル１１の縦寸法に概ね
相当し、パネル１１の両側端の縦方向の全長を覆うことができるように、パネル１１の縦
寸法よりもやや大きくしてもよい。
【００１９】
　端部部材２０の少なくとも基部２１は、扉１の納まりに影響を及ぼさないように、より
薄く（たとえば２ｍｍ以下に）形成することが望ましいが、納まりに影響する場合には、
扉１の取付部位を削るようにしてもよい。なお、他の実施形態を含む各図においては、図
示および説明の都合上、やや厚めのものが図示してある。
【００２０】
　基部２１には、端部部材２０を扉１の木口面３にビス３３（図２参照）で固定するため
の複数のビス挿通孔２１ａ、２１ａ、２１ａが等間隔で開設されている（図１（ｂ）参照
）。基部２１の内側の幅寸法（内寸法）は、表裏にパネル１１、１１を貼り付けた状態の
扉１の厚みとほぼ同じか、やや大きければよい。なお、この端部部材２０は上下反転させ
ても利用され得る。
【００２１】
　この端部部材２０の延出部２２、２２は、図１（ｂ）、（ｃ）に示すように、内側に段
部が形成されて先端側が基部側よりも薄く形成されている。この薄板部２２ｂによって、
端部部材２０を扉１に取り付けたときに、表裏において、延出部２２と面材２との間にパ
ネル１１の厚みと同じか、それよりもやや大きい寸法の収容部３１が形成される。なお、
延出部２２には段部が形成されていなくてもよく、図２（ａ）に示すように、少なくとも
面材２との間にパネル１１を配するための収容部３１ができるようなものであればよい。
このような形状の端部部材２０の溝形体は、押出成型にて簡易に成形することができる。
【００２２】
　本実施形態の扉ガード部材１０は、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、まず端部部材２
０が扉１に取り付けられ、その後、パネル１１が取り付けられるようになっている。以下
、この取付手順に沿って扉ガード部材１０の取付状態を説明する。
【００２３】
　まず、２つの端部部材２０、２０が扉１の側端に装着され、基部２１と木口面３とをビ
ス３３で固定することで扉１に固定される。このように端部部材２０を取り付けることで
、表裏において、端部部材２０の延出部２２と面材２との間に隙間空間よりなる収容部３
１が形成される。
【００２４】
　図２（ｂ）に示すように、その収容部３１にパネル１１が上方より挿入される。このパ
ネル１１の裏面の上下には予め、透明度の高い両面テープ（不図示）を取り付けておくこ
とが望ましい。そしてパネル１１が挿入され、所定の位置に収容され面材２に固着された
状態で、両端部部材２０、２０の両延出部２２、２２の外面の適所においてビス止めする
ことで、扉ガード部材１０は２種の部材を含む全体が扉１に固定される（図２（ｃ）参照
）。なお、両面テープの代わりに透明性の高い接着剤を用いてもよい。また、延出部２２
の薄板部２２ｂでの固定には、美感を考慮して、ビス３３に代えて細釘を用いてもよい。
【００２５】
　このような手順で扉ガード部材１０は扉１に固定される。取付手順としては上述したも
のには限られず、パネル１１を面材２に貼り付けてから端部部材２０を取り付ける手順で
あってもよい。また、一方の端部部材２０、パネル１１、１１、他方の端部部材２０の順
で取り付けるようにしてもよい。ようするに、２種の複数の部材はどのような順序でも取
り付けることができる。
【００２６】
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　このように扉ガード部材１０は扉１の下部の全周に取り付けられるので、面材２のみな
らず、木口面３および角部４、４をも保護でき、扉１の下部が損傷したり汚れが付着した
りすることを防止することができる。特に、角部４は端部部材２０の入隅部でしっかりと
保護される。この扉ガード部材１０は、病院などの医療施設や高齢者施設、一般住宅など
において、車椅子のフットカバーや歩行器、配膳車、杖、靴などの衝突があったときに有
効である。また、面材２には透明なパネル１１が貼り付けられるため、面材２の意匠性が
損なわれることもない。
【００２７】
　また、パネル１１は上下が扉１に固着され、両側端が端部部材２０、２０で保持される
ので、パネル１１に対して擦れるような衝突があってもずれにくく、正しく取り付けた状
態で長期間使用することができる。
【００２８】
　このように、この扉ガード部材１０によれば、扉１の所定の位置への取り付けがしやす
く、取付作業を迅速にたやすく行うことができる。また、上述したように、２種の複数の
部材をどのような順序でも取り付けることができる構成であるため、手順誤りは発生しに
くく、取付作業をするうえでの利便性はきわめて高い。
【００２９】
　さらに、パネル１１は端部部材２０と一体的に扉１にビス止めされるので、両面テープ
や接着剤で貼り付けなくても扉１に固着することができる。パネル１１と面材２との間に
ごみやほこりが入らないように、少なくとも上部では両面テープなどでパネル１１を面材
２に固着することが望ましい。
【００３０】
　なお、収容部３１への上方からのパネル１１の挿入をしやすくするために、やや硬質の
変形しにくいパネル１１を用いてもよい。また、柔軟なパネル１１を用いる場合、パネル
１１を上面視で山状に変形させて、その左右端部を収容部３１に対して、図３（ｂ）の塗
りつぶし矢印で示すように、中央から両側端の方向へ挿入することもできる。
【００３１】
　図３および図４に示した扉ガード部材１０は、図１に示したものと同様に、表裏２枚の
パネル１１、１１と、２つの端部部材２０、２０とよりなる。パネル１１は引戸用の扉１
の見付け面の両面に取り付けられる。端部部材２０は、図３（ａ）に示すように、扉１の
両方の側端の下部に対して、表裏面の面材２に取り付けたパネル１１の側端と、角部４、
４と、木口面３とを覆うように取り付けられる。
【００３２】
　端部部材２０は、合成樹脂または金属などを素材とした薄板状の溝形体とされる。端部
部材２０は、木口面３に接するように配される基部２１と、基部２１の幅方向の両端から
略同方向に延びた延出部２２、２２とを備え、さらに下端（溝端）には扉１の底面が当接
する底部２３を備えている。端部部材２０の高さ寸法は、パネル１１の縦寸法に概ね相当
し、パネル１１の両側端の縦方向の全長を覆うことができるように、パネル１１の縦寸法
よりも大きくしてもよい。
【００３３】
　端部部材２０の少なくとも基部２１は、扉１の納まりに影響を及ぼさないように、より
薄く形成することが望ましいが、納まりに影響する場合には、扉１の取付部位を削るよう
にしてもよい。
【００３４】
　基部２１には、端部部材２０を扉１の木口面３にビス３３で固定するための複数のビス
挿通孔２１ａ、２１ａ、・・・が等間隔で開設されている（図３（ｃ）参照）。基部２１
の内側の幅寸法（内寸法）は、表裏にパネル１１、１１を貼り付けた状態の扉１の厚みと
ほぼ同じか、やや大きければよい。
【００３５】
　両延出部２２、２２は、扉１の表裏両面の面材２に貼り付けたパネル１１に接するよう
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に配される部位である。両延出部２２、２２は、平面視で、先端が相互に近づくようにや
やすぼんだ形状であり、その先端部の内側には、相互にやや開いた装着ガイド面２２ａが
長手方向の全長にわたって形成されている（図３（ｂ）、図４（ａ）参照）。
【００３６】
　また、底部２３および基部２１の下端部における延出部２２、２２間の中央位置に、底
部２３、基部２１間で連通する切欠き２４が形成されている（図３（ｂ）参照）。この切
欠き２４は、引戸を走行させるための戸車９あるいはガイドピンなどの案内部材に対応し
た部位に設けられたものであり、戸車９や案内部材との接触を回避するために形成されて
いる。なお、案内部材などとの接触のおそれがない扉１については、切欠き２４のない端
部部材２０を用いてもよい。
【００３７】
　以下、この扉ガード部材１０の扉１に対する取り付けについて、図４（ａ）、（ｂ）に
示した取付手順に沿って説明する。
【００３８】
　まず、パネル１１、１１が扉１の表裏の面材２、２の表面に取り付けられる。パネル１
１は、その上下を透明度の高い両面テープ（不図示）で貼り付けられる。なお、パネル１
１の左右の両側端も扉１に固着してもよい。この両側端の部位は端部部材２０が装着され
ると延出部２２によって隠される部位であるため、透明性のない接着剤や両面テープを用
いて貼り付けてもよい。また、パネル１１の両側端の部位は端部部材２０で保持（固定）
する部位であるため、パネル１１の面材２への固着は端部部材２０を取り付けしやすくす
るための仮止め程度のものであってもよい。
【００３９】
　パネル１１、１１が扉１の両面に取り付けられたのち、端部部材２０が扉１の側端に取
り付けられる。端部部材２０は、延出部２２の装着ガイド面２２ａを扉１の角部４に擦ら
せるように側方よりスライドするように装着すればよい。このスライド操作を進めると、
延出部２２、２２は相互に離れるように弾性的に拡開しながら、パネル１１の表面を中央
方向に向かい移動していき、基部２１が木口面３に当たって端部部材２０は所定の位置に
納まる。この状態では、延出部２２、２２の先端は弾性復帰力により扉１の両面よりパネ
ル１１、１１を押圧する。なお、端部部材２０は延出部２２、２２を手で拡げながら側端
に取り付けるようにしてもよい。
【００４０】
　こうして、端部部材２０は、底部２３の内底面が扉１の底面に接した状態で側端に装着
される。そしてその後、基部２１を木口面３にビス止めすることで、表裏のパネル１１、
１１および両端部部材２０、２０は扉１に固定される。
【００４１】
　このようにこの扉ガード部材１０は、図１に示したものと同様に、扉１の下部の全周に
取り付けられるので、面材２のみならず、木口面３および角部４をも保護でき、扉１の下
部が損傷したり汚れが付着したりすることを防止することができる。特に、角部４は端部
部材２０の入隅部でしっかりと保護される。この扉ガード部材１０は、病院などの医療施
設や高齢者施設、一般住宅などにおける車椅子のフットカバーや歩行器、配膳車、杖、靴
などの衝突があったときに有効である。また、面材２には透明なパネル１１が貼り付けら
れるため、面材２の意匠性が損なわれることもない。
【００４２】
　また、パネル１１は上下が扉１に固着され、両側端が端部部材２０、２０で保持される
ので、パネル１１に対して擦れるような衝突があってもずれにくく、長期間使用すること
ができる。特に、本図例のものは端部部材２０の延出部２２、２２の弾性力でパネル１１
を押圧保持するようになっているため、延出部２２へのビス止めがなくてもパネル１１の
ずれ、外れを防止することができる。延出部２２が弾性力にてパネル１１を強く押圧でき
るものであれば、端部部材２０自体も、扉１を強固に挟みこむように扉１に固定される。
このように延出部２２へのビス止めがなくてもよいため、美感が損なわれることもない。
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【００４３】
　さらに、本実施形態の端部部材２０は底部２３を有しているため、頑丈な構造となって
おり、扉１に取り付けるまでの取り扱いにおいて、基部２１や延出部２２、２２が破損す
ることを防止することができる。また、端部部材２０の扉１への取り付けに際して位置合
わせが容易にできるため、取り付けがしやすい。
【００４４】
　つぎに、図５に示した扉ガード部材１０について説明する。この扉ガード部材１０も、
パネル１１と、端部部材２０とよりなり、図１のものと同様、扉１の下部の全周に取り付
けられる。
【００４５】
　端部部材２０は溝形体ではあるが、図１のものとは異なり底部２３を有している。底部
２３から基部２１にかけて、切欠き２４が形成されている。この端部部材２０の延出部２
２、２２は、図１のものと同様に、内側に段部が形成されて先端側が基部側よりも薄く形
成されている。この薄板部２２ｂによって、端部部材２０を扉１に取り付けたときに、表
裏において、延出部２２と面材２との間にパネル１１の厚みと同じか、それよりもやや大
きい寸法の収容部３１が形成される。なお、延出部２２には段部が形成されていなくても
よく、図５（ａ）に示すように、少なくとも面材２との間にパネル１１を配するための収
容部３１ができるようなものであればよい。
【００４６】
　本実施形態の扉ガード部材１０は、図５（ａ）～（ｃ）に示すように、まず端部部材２
０が扉１に取り付けられ、その後、パネル１１が取り付けられるようになっている。以下
、この取付手順に沿って取付状態を説明する。
【００４７】
　まず、２つの端部部材２０、２０が、底部２３が扉１の底面に接する状態で側端に装着
される。その後、基部２１と木口面３とをビス３３で固定することで、端部部材２０は扉
１に固定される。このように端部部材２０を取り付けることで、端部部材２０の延出部２
２と面材２との間に隙間空間よりなる収容部３１が形成される。
【００４８】
　図５（ｂ）に示すように、その収容部３１にパネル１１が上方より挿入されると、パネ
ル１１は端部部材２０の底部２３に下方より支持された状態となる。そして、パネル１１
は、両端部部材２０、２０の両延出部２２、２２の外面の適所において扉１に対してビス
止めすることで固定される（図５（ｃ）参照）。
【００４９】
　このように、この扉ガード部材１０によれば、図１に示したものと同様に、パネル１１
は両面テープや接着剤で貼り付けなくても扉１に取り付けることができる。特に、パネル
１１は端部部材２０の底部２３で位置決めされ、支持されるので、面材２に固着されなく
てもよく、パネル１１の取付作業を迅速にたやすく行うことができる。また、パネル１１
と面材２との間にごみやほこりが入らないように、上部では両面テープなどでパネル１１
を面材２に固着することが望ましい。
【００５０】
　なお、収容部３１への上方からのパネル１１の挿入をしやすくするために、やや硬質の
変形しにくいパネル１１を用いてもよい。また、柔軟なパネル１１を用いる場合、パネル
１１を上面視で山状に変形させて、その左右端部を収容部３１に対して、図５（ｂ）の塗
りつぶし矢印で示すように、中央から両側端の方向へ挿入するようにしてもよい。
【００５１】
　ついで、図６（ａ）、（ｂ）に示した扉ガード部材（本図には端部部材２０のみを図示
）の端部部材２０について説明する。これらの端部部材２０、２０はいずれも、図１に示
したものと同様、上下反転させても扉１に取り付けできるものである。また、これらの端
部部材２０、２０には底部２３（図３（ｂ）等を参照）が形成されておらず、基部２１と
両延出部２２、２２とを備えた構成となっている。
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【００５２】
　図６（ａ）に示した端部部材２０の基部２１の上下端には、案内部材や戸車９（図３（
ｃ）参照）との接触を避けるための切欠き２４、２４が形成されている。
【００５３】
　また、基部２１には複数のビス挿通孔２１ａ、２１ａ、・・・が等間隔に形成されてい
る。図６（ａ）の左図に示すように、上部の切欠き２４の縁部２４ａから最上部のビス挿
通孔２１ａまでの距離Ｌ１は、下部の切欠き２４の縁部２４ａから最下部のビス挿通孔２
１ａまでの距離Ｌ２と異なる。すなわち、図６（ａ）に示すように端部部材２０を上下反
転させて右図のようにすれば、４つのビス挿通孔２１ａの高さ位置は元の位置よりも全体
的に低くなる。
【００５４】
　このように上下反転させたときにビス挿通孔２１ａの位置が変化するので、パネル１１
だけを取り替える場合など、端部部材２０を取り外して再度取り付ける場合に、木口面３
（図１（ａ）参照）の元のビス穴にビス止めしなくてもよい。つまり、上下反転させて再
取り付けする場合、木口面３の新たな位置にビス３３を打ち込むことができる。よって、
再取り付けの場合でも、端部部材２０をしっかりと扉１（図１（ａ）参照）に固定するこ
とができる。
【００５５】
　図６（ｂ）に示した端部部材２０は、複数（奇数）のビス挿通孔２１ａが基部２１に千
鳥状に形成してある。この図例のものは、図６（ｂ）の左図に示すように、この端部部材
２０の基部２１にはビス挿通孔２１ａは３つあり、そのうちの中央のものが左側に、上下
２つのものが右側に形成してある。
【００５６】
　この端部部材２０は、図６（ｂ）に示す端部部材２０を上下反転させて右図のようにす
れば、ビス挿通孔２１ａはそれぞれが反対の位置に移動する。つまり、上下反転させたと
きには、中央のビス挿通孔２１ａは右側に、上下２つのビス挿通孔２１ａは上下が反転し
て左側に配せられる。
【００５７】
　このように、この端部部材２０についても上下反転させたときにビス挿通孔２１ａの位
置が変化するので、端部部材２０を再取り付けする場合に、木口面３（図１（ａ）参照）
の元のビス穴にビス止めしなくてもよい。つまり、上下反転させて再取り付けする場合、
木口面３の新たな位置にビス３３を打ち込むことができる。よって、再取り付けした場合
でも、端部部材２０をしっかりと扉１（図１（ａ）参照）に固定することができる。
【００５８】
　また、図６（ａ）、（ｂ）に示した２種の端部部材２０、２０は底部２３（図１（ｂ）
参照）を有しない形状であるため、押出成型にて簡易に製造することができる。もちろん
、これらの端部部材２０、２０は底部２３を有してもよく、底部２３側の端部を上に配す
るように上下反転させて使用する際に、その底部２３を切除して使用するようにしてもよ
い。また、これらの端部部材２０、２０は、図３に示した端部部材２０と同様に、扉１（
図３（ａ）参照）の側端に対して弾性嵌合する構造であってもよい。
【００５９】
　上下反転させて取り付ける際にビス穴の位置が変化する端部部材２０として、図６（ａ
）、（ｂ）のものを例示したが、上下反転させたときにビス挿通孔２１ａの位置が変化す
るものであれば、その他の配置のものであってもよい。
【００６０】
　つぎに、図７に示した扉ガード部材１０について説明する。図７に示した端部部材２０
は平面視でＬ字形をなしている。つまり、端部部材２０は、木口面３の幅方向の約半分を
覆う基部２１と、その側端から扉１の面に沿うように延びた延出部２２とを備えている。
なお、この端部部材２０は底部２３（図３（ｂ）参照）を有していないが、有したものと
してもよい。
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【００６１】
　この端部部材２０によれば、１つの部材で、面材２の側端と、角部４と、それに連なる
木口面３の幅方向（見込み方向）の約半分とを覆うことができるようになっている。よう
するに、扉１の一側端において、木口面３の全体を保護し、かつ表裏のパネル１１、１１
を保持するために、１組の端部部材２０、２０が必要とされる。
【００６２】
　この端部部材２０は、パネル１１が面材２に貼り付けられたのち、角部４にあてがわれ
、延出部２２の適所においてビス止めされて固定される。扉１の一側端に２つの端部部材
２０、２０が取り付けられると、両部材の基部２１、２１間には上下に沿った溝状の空間
ができる。この空間は、下部において、戸車９（図３（ｃ）参照）や案内部材との接触を
回避するための空間である。なお、このような空間ができないものであってもよい。
【００６３】
　この図例で示した、一方の側端の表裏で使用する１組の端部部材２０、２０は、図７（
ａ）に示すように高さ寸法が相互に同一であり、かつ図７（ｂ）に示すように平面視で対
称形状である。したがって、たがいに同形状の１種の端部部材２０を複数準備しておけば
、上下反転させていずれにも使用することができる。
【００６４】
　このように、本実施形態の端部部材２０によれば、１種の端部部材２０で表裏両方に利
用できるので、在庫管理の面で利便性が高い。また、表裏の一方の面のみにパネル１１を
取り付ける場合に、表面側の端部部材２０のみで足りるので、部材（材料）の節約に貢献
できる。また、底部２３がないので押出成型により簡易に製造することができる。
【００６５】
　また、１つの端部部材２０で木口面３の幅方向（見込み方向）の全体を保護できるよう
に、木口面３の幅寸法に対応した基部２１を有したＬ字状の部材であってもよい。パネル
１１の取り付けが表裏の一方のみに対してであり、かつ木口面３および２つの角部４を保
護する必要があるような場合に、このような端部部材２０を好適に使用することができる
。
【００６６】
　つぎに、図８～図１０にもとづいて、折戸に取り付けられる扉ガード部材１０について
説明する。本実施形態の折戸４０は、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、２枚１組の戸体
１Ａ、１Ａを相互に回動可能に連結させてドア枠に取り付けてなる間仕切り用の折戸ドア
である。この折戸ドアは、たとえば高齢者施設や車椅子用の公衆トイレなどに使用される
。
【００６７】
　この折戸４０の幅寸法の小さいほうの戸体１Ａは、一方の側端縁が一方（図８の右側）
の縦枠４１側にヒンジ結合され、他方の側端縁が幅寸法の大きいほうの戸体の一方の側端
縁と上下に設けた連結材４２にて回動可能に連結されている。連結材４２には、相互に噛
み合った１組のギア（不図示）が内装されている。
【００６８】
　幅寸法の大きい戸体１Ａの他方の側端縁は開放されており、２枚の戸体１Ａ、１Ａの折
り畳みにより折戸ドアが開くようになっている。なお、２枚の戸体１Ａ、１Ａの相互に連
結される各側端縁は、相互に回転しやすいように平面視で湾曲状に（多角形状に）形成さ
れている（図１０参照）。
【００６９】
　扉ガード部材１０は、図８（ａ）、（ｂ）に２点鎖線で示したように、パネル１１が幅
寸法の大きい戸体１Ａ（以下、たんに戸体１Ａという）の表裏に取り付けられるようにな
っている。以下、扉ガード部材１０を構成する各部材およびその取付態様について説明す
る。
【００７０】
　扉ガード部材１０は、戸体１Ａの表裏の面材２の表面に取り付ける２枚のパネル１１、
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１１と、戸体１Ａの開放側の側端縁に取り付ける１組の端部部材２０、２０とを備えてい
る。扉ガード部材１０はさらに、連結部側でパネル１１、１１の側端をパネル１１面に対
して押さえ保持する押さえ部材２６と、押さえ部材２６と隣接する戸体１Ａの面との直接
的な接触を防止するための緩衝部材２８とを備えている。緩衝部材２８は、戸体１Ａ、１
Ａが折り畳まれることで押さえ部材２６と対面する戸板１Ａとの衝突による損傷を回避す
るための部材である。
【００７１】
　端部部材２０は、図７で示したものと同様に、平面視でＬ字形をなしている。つまり、
端部部材２０は、木口面３の幅方向の約半分を覆う基部２１と、その側端から戸体１Ａの
面に沿うように延びた延出部２２とを備えている（図９（ｂ）参照）。
【００７２】
　それぞれの端部部材２０の基部２１には、端部部材２０を扉１の木口面３にビス３３で
固定するための複数のビス挿通孔２１ａ、２１ａ、２１ａが等間隔で開設されている（図
９（ｂ）参照）。端部部材２０、２０間に戸体１Ａの木口面３が露出しないように、基部
２１の内側の幅寸法（内寸法）を扉１の厚みの半分とすることが望ましい。また、図例の
端部部材２０は上下反転させることでいずれの端部部材２０としても利用することができ
る。
【００７３】
　また、端部部材２０の延出部２２は、図９（ｂ）、（ｃ）に示すように、基部２１より
も薄く形成されている。この延出部２２によって、面材２の表面に取り付けたパネル１１
を押さえられるようになっている。戸板１Ａの面での突出量を小さくするために、延出部
２２は図例のように薄くすることが望ましい。
【００７４】
　一方、押さえ部材２６は、図９（ａ）、（ｄ）に示すように、パネル１１の側端を押さ
え付けられるように、その縦寸法は端部部材２０とほぼ同一とされ、端部部材２０と同一
の素材で成形されることが望ましい。
【００７５】
　押さえ部材２６は概ね平板状に形成されているが、面材２に取り付ける面には段部が形
成されて本体部２６ａよりも薄く形成されている。この薄板部２６ｂは端部部材２０の延
出部２２と同様に、パネル１１を押さえて覆い隠すように作用する。一方、本体部２６ａ
には複数のビス挿通孔２６ｃ、２６ｃが等間隔で開設されている。この押さえ部材２６も
押出成型にて成形でき、上下反転させることで表裏いずれの押さえ部材２６としても利用
できるようになっている。
【００７６】
　この押さえ部材２６は、折戸４０においては、上述した実施形態の種々の扉１の両端に
取り付ける端部部材２０の一方のものに代わる、パネル１１の側端を隠すための部材であ
る。連結部における戸体１Ａの湾曲形成された側端部には端部部材２０を取り付けること
ができないため、その代わりにパネル１１の面材２側において、押さえ部材２６がパネル
１１の側端を隠すように取り付けられる。このように押さえ部材２６は端部部材２０と類
似の目的で使用されるため、端部部材２０と同種の素材で成形することが望ましく、両部
材間で意匠性を統一することが望ましい。
【００７７】
　また、押さえ部材２６の表面に貼り付ける緩衝部材２８としては、柔軟な合成樹脂で成
形された、円形や矩形等の粘着剤付きのクッション材（衝撃吸収剤）を用いればよい。緩
衝部材２８は、それが貼り付けられる押さえ部材２６の意匠性や、端部部材２０、２０、
裏面側に取り付ける他の押さえ部材２６との総合的な意匠性が損なわれないように、透明
材とすることが望ましく、目立たないように１箇所に取り付けることが望ましい。
【００７８】
　扉ガード部材１０を構成するこれらの部材は、図１０（ａ）に示すように取り付けられ
る。すなわち、まず表裏の各パネル１１を上下において両面テープ（不図示）で取り付け
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、その後、端部部材２０、２０および押さえ部材２６をビス３３で固定、取り付けし、さ
らにその後、緩衝部材２８を取り付けるようにすればよい。パネル１１は両面テープや接
着剤で面材２の表面に貼り付けたうえ、さらに端部部材２０や押さえ部材２６で側端を保
持する（押さえる）ことが望ましいが、パネル１１の側端を隠すだけの構成であってもよ
い。なお、図１０（ａ）では端部部材２０を戸板１Ａの側方より取り付けるように図示し
てあるが、パネル１１を延出部２２で押さえるようにした後、木口面３でビス止めすれば
、パネル１１を端部部材２０でより強固に保持することができる。
【００７９】
　以上のように、本実施形態に係るパネル１１は、折戸４０を構成する相互に連結された
２枚の戸体１Ａ、１Ａのうち少なくとも、一方の側端縁が開放された戸体１Ａに取り付け
られるようになっている。そして、戸体１Ａに取り付けられたパネル１１は、戸体１Ａの
開放された側端縁側に配された側端が端部部材２０によって隠される一方、戸体１Ａの連
結された側端縁側に配された側端が押さえ部材２６で隠される構成になっている。
【００８０】
　このような扉ガード部材１０によれば、折戸ドアの側端縁が開放されているほうの戸体
１Ａの面材２の下部、木口面３および角部４を、車椅子などの衝突から保護することがで
きる。また、上述した他の実施形態に係るものと同様、パネル１１の側端が端部部材２０
や押さえ部材２６によって少なくとも隠される構成となっているので、見栄えもよい。ま
た、これらの部材によってパネル１１を保持するようにすれば、パネル１１はさらにしっ
かりと面材２に固定され、長期間にわたって適切な取付状態が維持される。
【００８１】
　また、図１０（ｂ）に示すように、折戸４０の折り畳みにより幅寸法の小さい戸体１Ａ
面に近接するほうの押さえ部材２６の表面には緩衝部材２８が貼り付けてあるので、押さ
え部材２６と他方の戸体１Ａとの急激な衝突による衝撃を吸収することができる。また、
衝突による幅寸法の小さい戸板１Ａの面材２の損傷を防止することができる。
【００８２】
　また、本実施形態の端部部材２０や図７に示した端部部材２０は、Ｌ字形をなし、一対
で戸板１Ａや扉１の木口面３を覆う構成となっているため、厚さ寸法の大きい扉１や戸板
１Ａにも対応できる。たとえば図７、図９（ｂ）、図１０に示したように、木口面３の中
央に隙間ができるが、そのような端部部材２０によっても木口面３および角部４を保護す
ることができる。
【００８３】
　さらにまた、端部部材２０がＬ字形であるため、パネル１１の厚みに応じた基部２１の
取付位置の調整をすることができる。つまり、基部２１、２１間にできる隙間でパネル１
１の異なる厚みの差を吸収できるようにしてもよい。また、端部部材２０がＬ字形である
ため、パネル１１を延出部２２でしっかりと押さえつけた状態にして端部部材２０を強固
に固定することができ、その結果、パネル１１のずれや外れを生じにくくすることができ
る。
【００８４】
　また、Ｌ字形の端部部材２０であっても、図１に示した端部部材２０のように、延出部
２２の内側に段部を設けて先端側を薄肉としたものでもよい。端部部材２０をそのように
形成すれば、図２や図５に示したようにパネル１１を後付けするともできる。
【００８５】
　さらに、本実施形態の端部部材２０によれば、図７に示したものと同様、１種の端部部
材２０で表裏両方に利用できるので、在庫管理の面で利便性が高い。また、表裏の一方の
面のみにパネル１１を取り付ける場合に、いずれか一方の端部部材２０のみで足りるので
、部材（材料）の節約に貢献できる。また、底部２３（図３参照）を有さない形状である
ため押出成型により簡易に製造することができる。
【００８６】
　本実施形態では、折戸ドア用の扉ガード部材１０として図８に示したものを例示したが



(13) JP 2015-232256 A 2015.12.24

10

20

30

、図１などの他の形状のものを用いてもよい。また、上述した種々の扉ガード部材１０は
、複数組の折戸４０を設けた間仕切り用の折戸ドアにも適用できる。連結された２枚の戸
体のいずれもが縦枠４１（図８参照）にヒンジ結合されず、縦枠４１間を移動する折戸で
は、扉ガード部材１０はいずれの戸体にも取り付けるようにすることが望ましい。
【００８７】
　上述した複数種の端部部材２０、２０のうち図３、図６（ａ）、（ｂ）、図８に示した
ものは、木口面３にビス止めする構成であるため、扉１の表裏面にビス３３の頭部が現れ
ず、見映えもよい。
【００８８】
　また、図１、図３、図６（ａ）、（ｂ）、図７に示した端部部材２０、２０、２０につ
いては、端部部材２０が後付けできるようになっているため、端部が折り曲げられて木口
面３にまで及ぶパネル１１を用いることもできる。このようなパネル１１を用いれば、パ
ネル１１をさらに強固に固定できる。また、パネル１１の端部が扉１の表裏面に現れない
ので、端部部材２０の扉１の側端への嵌合をパネル１１への引っかかりなく、たやすくす
ることができる。
【符号の説明】
【００８９】
　１　　　　　扉
　１Ａ　　　　戸体
　２　　　　　面材
　３　　　　　木口面
　４　　　　　角部
　９　　　　　戸車
　１０　　　　扉ガード部材
　１１　　　　パネル
　２０　　　　端部部材
　２１　　　　基部
　２２　　　　延出部
　２３　　　　底部
　２４　　　　切欠き
　２６　　　　押さえ部材
　２８　　　　緩衝部材
　３３　　　　ビス
　４０　　　　折戸
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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